
厚生労働省発職雇 1222第１号

平 成 2 9 年 1 2 月 2 2 日

労働政策審議会

会長 樋口 美雄 殿

厚生労働大臣 加藤 勝信

別紙「障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令

案要綱」について、貴会の意見を求める。
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障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
案
要
綱

一

雇
用
義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
１
及
び
２
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
一
人
を
も
っ
て
一
人
と
み
な
す
も
の
と
す
る
こ
と
。

１

精
神
障
害
者
で
あ
る
短
時
間
労
働
者

２

そ
の
雇
入
れ
の
日
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
の
日
（
発
達
障
害
に
よ
り
知
的
障
害
が
あ
る
と
判
定
さ

れ
て
い
た
者
が
、
そ
の
発
達
障
害
に
よ
り
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
場
合
は
、
当
該
判
定
の
日
）
の

い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
起
算
し
て
三
年
を
経
過
す
る
ま
で
の
間
に
あ
る
者
（
雇
入
れ
の
日
前
三
年
以
内
に
当
該
事
業
主

（
障
害
者
の
雇
用
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
第
四
十
四
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
第
一
項
、
第
四
十
五
条
の
二
第
一
項

又
は
第
四
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
事
業
主
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
当

該
事
業
主
以
外
の
事
業
主
を
含
む
。
）
の
事
業
を
退
職
し
た
者
を
除
く
。
）

二

一
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
一
の
１
及
び
２
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
と
な

っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。



四

こ
の
省
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。


